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令和２年度北九州市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

基本的な方針 

 

 

１ 事業目的 

北九州市の高齢者の生活習慣病等の疾病予防・重症化予防や介護予防・フレイル予

防を一体的に実施し、市民の健康寿命の延伸を推進する。 

  また、北九州市の健康課題を分析・把握し、対象者を抽出して、国民健康保険の保

健事業や市の介護予防事業・フレイル対策と接続させ、効果・効率的に実施する。 

 

２ 事業内容 

福岡県後期高齢者医療広域連合の広域計画、データヘルス計画の方針に基づき、連

携して事業を実施する。 

（１） KDB システムを活用した地域の健康課題の分析、関係機関との連絡調整 

北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課の保健師を中心として、KDB システム、

特定健診等データ分析システム、健康長寿分析システムを活用し、医療レセプト、

健診、介護レセプトのデータ等の分析を行い、地域の健康課題の把握、事業対象

者の抽出、事業の企画・調整・分析・評価を行う。分析の結果を関係部署や北九

州市医師会等の関係団体と共有し、事業の調整を行う。保健師（正規職員）1 名が

担当する。 

 

（２） 高齢者への個別的支援（ハイリスクアプローチ）（ア；低栄養防止・重症化予防） 

① 内  容：糖尿病性腎症等の重症化予防のための保健指導を行う。 

② 実施圏域：２４圏域 

③ 実施場所：市内各所 

④ 実施対象者： 

  （ア）令和２年度に後期高齢者医療の健診を受診した者 

     HbA1c、尿蛋白、e-GFR 等で受診勧奨値があるが、医療を未受診の者、治療を

中断している者に対し訪問により保健指導を行う。平成３０年度受診者では

４３０人が該当。 

（イ）北九州市国民健康保険の特定健診を受診し、令和 2 年度に保健指導を開始す

る者のうち、当該年度内に７５歳に到達する者 

     e-GFR、尿蛋白等に受診勧奨値があり、医療機関を受診していない者に対し、

訪問により保健指導を行う。平成３０年度実績では１７５名。 

⑤ 担 当 者： 

④（ア）については、保健師または管理栄養士２名（会計年度任用職員、任用 

期間：令和２年６月～３年３月）、④（イ）については業務委託を行い、看護師

が実施する。 
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（３） 通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

① 健康教育 

  ア 内  容 

「サロンで健康づくり」、「百万人の介護予防」、「公園で健康づくり」、「栄養ラボ」、

などの各教室等の参加者に対して、また地域で高齢者が集う様々な場所で、フレイル

予防の健康教育を行う。また、これらの各教室等において、適宜、フレイルチェック

の質問票等を活用しながら、高齢者の状態に応じた保健指導を行う。 

  イ 実施圏域：２４圏域（市内各所） 

  ウ 実施場所：２４か所 

エ 実施回数：各所で年 1 回程度 

オ 担 当 者：・一部は業務委託により実施 

管理栄養士、歯科衛生士、リハ専門職 

        ・一部は直接実施 

          保健師、管理栄養士、歯科衛生士（認知症支援・介護予防センター職員） 

          保健師（区役所保健福祉課職員） 

 

② 健康相談 

  ア 内  容：管理栄養士による食生活についての個別の相談（元気で長生き食卓相談） 

  イ 実施圏域：１４圏域（各区２圏域） 

ウ 実施場所：各区役所等 

  エ 実施回数：各区役所等で年６回程度 

オ 担 当 者：管理栄養士（区役所保健福祉課職員） 

 

③ フレイル予防の普及啓発 

  ア 内  容 

ⅰ）健康づくり推進員養成・活動支援及び食生活改善推進員の活動支援 

   地域における健康づくり・介護予防活動のけん引役となるボランティアの育

成・活動支援を行い、フレイル予防（フレイルチェックを含む）についての普

及啓発を推進する。 

ⅱ）サロンで健康づくり 

地域の健康課題に即した教室プログラムの提案や教材の検討を行う。 

  イ 実施圏域：７圏域（各区１圏域） 

ウ 実施場所：市内各所 

  エ 実施回数：各区役所等で年２回程度 

オ 担 当 者：アⅰ）については、保健師・管理栄養士・歯科衛生士（認知症支援・介

護予防センター職員）で実施する。 

アⅱ）については、業務委託により管理栄養士、歯科衛生士、リハ専門

職が実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



３ 一体的実施の推進体制 

  北九州市一体的実施局内連携会議（課長級）を定期的に開催（月１回程度）し、事

業の検討、進捗や情報の共有を図る。 

 

４ 医療・健診・介護に関する個人情報保護の取扱い 

「北九州市個人情報保護条例」、「北九州市職員のための情報セキュリティハンドブッ

ク」、福岡県後期高齢者医療広域連合と取り交わした「個人情報取扱特記事項」を遵

守し、適切な個人情報の取扱いに努める。 

  なお、業務委託等を行う場合は、受託事業者に対し指導等を行い、個人情報の保護

に努める。 

 

５ 事業スケジュール 

（１）KDB システムを活用した地域の健康課題の分析、関係機関との連絡調整 

・Ｒ２ 4 月  データを分析し、地域の健康課題を把握、対象者を抽出する。 

    5 月  対象事業担当課と課題の共有、方向性、評価項目の確認 

    6 月  各区役所（健康づくり部門、高齢者部門等）、医師会等の関係団体に事

業説明を行い、意見、助言を得る。 

  情報を整理し、対象事業担当課と再度共有 

7 月  事業開始 

  訪問同行、通いの場を訪問等で現状を確認 

対象事業担当課と定期的に会議、関係機関に進捗状況報告 

 Ｒ３ 2 月  分析結果最終とりまとめ 

評価・次年度計画 

 

（２）高齢者への個別的支援（ハイリスクアプローチ）（ア；低栄養防止・重症化予防） 

・上記２（２）（ア） 

Ｒ２ 5 月  専門職（嘱託員）の募集 

6 月  庁内での研修 

訪問準備（対象者のデータ等確認、保健指導教材の印刷等） 

7 月  訪問開始 

力量形成のため研修会等に出席 

Ｒ３ 2 月  実績とりまとめ 

・上記２（２）（イ） 

Ｒ２ 4 月  委託事業開始 

Ｒ３ 2 月  実績とりまとめ 

 

（３）通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

・Ｒ２ 4 月  委託事業開始 

    5 月  健康課題に合わせて、各教室等での事業内容を整理する 

    7 月  事業開始 

 Ｒ３ 2 月  実績とりまとめ 
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